鳥取県人権施策基本方針の第２次改訂について

平成22年12月17日
人権・同和対策課

　「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」に基づいて、人権施策の総合的な推進を図るため「人権施策基本方針」（以下「基本方針」）について、現在の社会情勢や県民の意識の変化を踏まえたものとするため、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会での審議やパブリックコメントを経て、第２次改訂を行った。
１　改訂時期

　　平成22年11月

２　改訂のポイント
（１）基本理念を明確化
	改訂前
	改 訂 後
	摘　要

	自己実現を
追求できる
社会の構築
	一人ひとりが自己決定権に基づいて個性と能力を発揮（自己実現）する公平な機会が保障された社会の構築
	人権尊重の社会実現には、実質的な機会均等が確保され、自己決定に基づいて個性と能力を発揮できることが必要。

	差別実態の
解消
	人権侵害、差別をもたらす社会的要因の解消と一人ひとりの人権尊重意識の高揚
	方針策定当初から「差別実態」だけでなく差別意識（偏見）の解消も内容としている。

	ユニバーサル
デザインの
推進
	すべての人の尊厳と社会参加が保障され、等しく社会の一員として尊重される社会の基礎的な条件の整備の推進（ユニバーサルデザインの推進）
	すべての人が対等な社会の構成員として尊重されるべきであるという趣旨で、社会参加の基礎的な条件整備の必要性を謳うもの。


（２）新たに認識の高まった人権問題への取り組みを明示
○ 刑を終えて出所した人の人権問題

○ 犯罪被害者等の人権問題

○ 性的マイノリティの人権問題

○ 非正規雇用等による生活困難者の人権問題

○ インターネットにおける人権問題
（３）相談による支援（「人権尊重の社会づくり相談ネットワーク」の設置など）を充実
（４）県民との協働、国、市町村等との連携を強化
（５）各人権分野での取組として、「教育・啓発の推進」「相談体制の充実」を明示

３　今後の取組
基本方針に基づき人権尊重の視点に立った行政が実施されているか、各人権分野での取組状況を毎年度確認し、また必要に応じて鳥取県人権意識調査などの実態の把握を行う。
４　経緯 

平成20～21年　    鳥取県人権尊重の社会づくり協議会（以下「協議会」）委員で構成された９つの小委員会で審議し、改訂素案を作成

平成22年3月　　　 協議会の全体会で改訂素案について協議

平成22年６～７月　 改訂案に対するパブリックコメントの実施
平成22年9月　　　 パブリックコメントの結果について公表

平成22年11月      鳥取県人権施策基本方針を第２次改訂
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